
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
十
一
号

独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
法
施
行
令

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
五
条
第
六
項
、
第
十
五
条

第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
一
条
　
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
の
評
価
委
員
は
、
必
要
の

都
度
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
外
務
大
臣
が
任
命
す
る
。

一
　
外
務
省
の
職
員
　
一
人

二
　
財
務
省
の
職
員
　
一
人

三
　
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
の
役
員
　
一
人

四
　
学
識
経
験
の
あ
る
者
　
二
人

２
　
法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
は
、
同
項
の
評
価
委
員
の
過
半
数
の
一
致
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
外
務
省
大
臣
官
房
広
報
文
化
外
交
戦
略
課
に
お
い

て
処
理
す
る
。

（
運
用
資
金
の
取
崩
し
）

第
二
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
基
金
が
直
接
そ
の
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
の
取

得
若
し
く
は
当
該
固
定
資
産
の
賃
借
に
必
要
な
敷
金
の
支
払
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
基
金
の
業
務
の
運

営
に
支
障
を
生
じ
な
い
範
囲
内
で
運
用
資
金
を
取
り
崩
す
場
合
で
あ
っ
て
、
外
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
場
合
又

は
運
用
資
金
の
一
部
が
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
に
当
た
る
た
め
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
国
庫
に
納
付
す
る
場
合
と

す
る
。

２
　
外
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
政
令
第
二
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
政
令
第
一
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
一
七
日
政
令
第
二
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
七
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
一
日
政
令
第
二
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


